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１．予算の確保

２．事業実施のためのノウハウの不足

３．本事業の存在や必要性を医療・介護関係者に認知してもらうこと

４．行政と関係機関（医師会、医療機関等）との協力関係の構築

５．行政内部の連携、情報共有等

６．地域支援事業の全体像を見渡せる人材の不足

７．総合事業などを連携した事業計画の策定ができる人材の不足

８．本事業を総合的に進めることができるような人材の育成

９．事業運営に関する相談をできる人材の不足

10．現状の在宅医療・介護サービスの提供実態が把握できていないこと

11．将来的な在宅医療・介護連携推進事業のあるべき姿をイメージできていないこと

12．多食主幹の協力関係の強化・情報共有の効率化

13．地域の医療・介護資源の不足

14．事業推進を担う人材の不足（市区町村担当者及び事業委託先を想定）

15．指標設定等の事業評価のしにくさ

16．隣接する市区町村との広域連携の調整

17．都道府県が把握している在宅医療や介護の資源に関する当該市区町村のデータ等の提供

18．在宅医療・ 介護連携推進事業に関する研修・情報提供（先進事例等 ）

19．多職種研修の企画 ・ 運営の技術的支援

20．在宅医療・介護連携に関する相談窓口に配置する相談員の研修、人材育成

21．医師会等関係団体との調整

22．医療機関との調整

23．広域的な医療・介護連携（ 退院調整等 ）に関する協議

24．市区町村間の意見交換の場の設定

25．地域医療構想や地域医療計画との整合を取るための方策

26．その他

27．特にない

参考
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「在宅医療において積極的役割を担う医療機関
（北海道在宅医療推進支援医療機関）」について

19



次期北海道医療計画における「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について

積極的役割を担う医療機関について

１ 指定の目的
○医療計画策定に係る国指針の内容等を踏まえ、自ら24 時間対応体制の在宅医療を提供す
るとともに、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種
連携の支援を行う医療機関を道が選定し、「在宅医療において積極的役割を担う医療機
関」として指定するとともに、在宅医療の提供体制構築のため、全在宅医療圏における整
備を進めるもの。

○道が指定した当該医療機関は、次期北海道医療計画に掲載するとともに、道民や各医療
機関等へ周知し、相談窓口の明確化、医療機関間や多職種の連携体制の強化等を図る。
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２ 役 割
・自ら24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行いながら、
医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行うこと

・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと
・ 災害時及び災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・ 患者の家族等への支援を行うこと

医療計画策定の国指針における「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」は、「北海道在
宅医療推進支援医療機関設置要綱」に基づき、 「北海道在宅医療推進支援医療機関」として指定し、
公表します。



次期北海道医療計画における「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について

積極的役割を担う医療機関について

３ 選定対象
地域において既に積極的な取り組みを行っている医療機関の中から位置付ける

➡在宅医療圏ごとに、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院、訪問診療を実施する医
療機関を選定

21

４ 選定要件
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として北海道医療計画に位置付けられ

公表されることについて意向があり、次の要件のうち、必須要件である①～③を満たす在宅
療養支援診療所及び在宅療養支援病院、訪問診療を実施する医療機関を選定
【必須要件】
①医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない夜間や

医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行うこと
②在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分

確保できるよう、関係機関に働きかけること
③地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービ

スや家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること
【任意要件】
④臨床研修制度における地域医療研修において､在宅医療の現場での研修を受ける機会等

の確保に努めること
⑤災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用して

いる患者の搬送等に係る計画を含む。）を策定し、他の医療機関等の計画策定等の支
援を行うこと



次期北海道医療計画における「積極的役割を担う医療機関」の掲載イメージ①
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圏域別の一覧表（詳細版） R6.4以降、順次、医療機能情報システムの各医療機
関のページにリンク
（R6.4以降、全国統一システムが構築され、これま

で北海道医療機能情報システムで管理していた情報
が、当該システムに集約されることとなるため）
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次期北海道医療計画における「積極的役割を担う医療機関」の掲載イメージ②

機能別の一覧表（概要版）



参考：道の補助事業
（在宅医療提供体制強化事業）
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